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経費項目 ;艫研究費.研修費'蛎嘩蹟･寿熊謡索･会議費･鮮脈誠費鯉･事務費･藷鍼費･人件費

内 容 静岡・朝日新聞購読料

年月 日 令和4年7月31日～令和年月 日 金 額 7,700円

目的 冬岩石Iァ猪'十添佶穀11V隼

使途 ワ曰謡|帝1 吉日R薪閤膳詩料．

政務活動．

県政との

関連性

政務活動おいて、広い分野の情報を得るための手段として活用する
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収言嘗鐸(a)

7,700円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

7,700円
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支出証拠書(各種団体会費）
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整理番号 ターZ

経費項目 麺麺塞･研修費

内 容 公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会会費及び送金手数料

年月 ．日 令和4年8月1日へ令和心ｹ年』月〃日 金額 2,152円

会の趣旨.
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払込みの証拠と
なるものですか
ら大切に保存し
て下さい。
料金には、消費
税等が含まれて
います。
(ゆうちよ銀行）

■■記号番号 '1:＊＊＊則：

とっても便利1安心！オトク！

ゆうちよデビッI、 サービス開始！

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収 ＝貝Raノ

2,152円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,152円
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公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会定款

第1章総則

（名称）

第1条この法人は、公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会と称する。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市葵区駿府町1番70号に置く。

第2章目的及び事業

（目的）

第3条この法人は、障害者スポーツの振興を図ることにより、スポーツを通じて障害者の社会参

・加を促進し、もって障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。

（事業）

第4条この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（1） 障害者スポーツの普及育成活動の推進

（2） 静岡県障害者スポーツ大会の開催並びに障害者スポーツ大会への参加者等派遣及び参加

（3） その他この法人の目的を達成するために必要な事業
＜

第3章資産及び会計

（基本財産）

第5条この法人の目的である事業を行うために不可欠な次に掲げる財産は、この法人の基本財産

とする。

（1） 基本財産とすることを指定して寄附された財産

（2） この法人の設立後に理事会及び評議員会で基本財産に繰り入れることを承認した財産

2基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社(信託業務を行う銀行

を含む｡.)に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。

3基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理し、基本財産

の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及

び評議員会の承認を得なければならない。

（事業年度）

第6条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年8月3エ日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第7条この法人の事業計画書、収支予算書､費金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につい

ては、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認

を受けなければならない。これを変更する場合も同標とする。ただし、軽微な変更については、こ
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の限りでなく、理事会の決議を得た後、最初に開催する評議員会に報告するものとする。

2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の

閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第8条この法人の事業報告及び決算については､毎事業年度終了後､理事長が次の書類を作成し、

監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 ．

(1)事業報告

（2）事業報告の附属明細書

（3） 貸借対照表

（4） 損益計算書(正味財産増減計算書）

（5）貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

（6）財産目録

2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時

評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認

を受けなければならない。

3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととも

に、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲監に供するものとする。

（1）監査報告

（2） 理事及び監事並びに評議員の名簿

（3） 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

（4） 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した

書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第9条理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に

基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項

第4号の書類に記載するものとする。

ぐ

第4章評議員

（評議員の定数）

第10条この法人に評議員11名以上15名以内を置く。

（評議員の選任及び解任）

第ｴ1条評議員の選任及び解任は､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下『一般社団．

財団法人法」 という。 ）第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

（1） 各評議員について、次のアから力までに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1

を超えないものであること。

ア当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

イ当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ウ当該評議員の使用人
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エイ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって

生計を維持しているもの

オウ又はエに掲げる者の配偶者

カイからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

（2） 他の同一の団体(公益法人を除く。 ）の孜のアからエまでに該当する評議員の合計数が評議員

の総数の3分のエを超えないものであること。

ア理事

イ使用人

ウ当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある

ものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

エ次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。 ）であ

る者

①国の機関

②地方公共団体

③独立行政法人通則法第2条第ユ項に規定する独立行政法人

④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共

同利用機関法人

⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって､総務省設

置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人(特別の法律により設

立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。 ）

（評議員の任期）

第l2条評議員の任期は､選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任

期の満了する時までとする。

3評議員は、第10条に規定する定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した

後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての楮利義務を有する。

（評議員の報酬等）

第13条評議員は、無報酬とする。

＜

第5章評議員会

（構成）

第14条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権限）

第15条評議員会は、次の事項について決議する。

（1）理事及び監事の選任又は解任

（2）理事及び監事の報酬等の額
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（3） 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

（4） 定款の変更

（5）残余財産の処分

（6） 基本財産の処分又は除外の承認

（7） その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第16条評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、翌年3月及び必要があ

る場合に開催する。

（招集）

第17条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集す

る。

2評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招

集を請求することができる。

（議長）

第ｴ8条評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選任する。

（決議）

第19条評議員会の決議は､決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評歳貝の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次の決離は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評

議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 理事又は監事の解任

（2） 定款の変更

（3） 基本財産の処分又は除外の承認

（4） その他法令で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第ユ項の決議を行わなけれ

ばならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に規定する定数を上回る場合には、過半数

の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（決議の省略）

第19条の2理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき

評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る｡）の全員が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみ

なす。

（議事録）

第20条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議事録には、議長のほか、会議に出席した評議員の中から、当該評議員会において選任された

議事録署名人1名以上及び出席した理事が記名押印する。

＜



2022年10月148 18"25｝ 糊雛諸ｽｰﾂ齢
▲

N0. 6315 P. 6

第6章役員

（役員の設置）

第21条この法人に、次の役員を置く。

（1） 理事5名以上7名以内

（2）監事2名以内

2理事のうち1名を理事長、 エ名を専務理事とし、 1名の副理事長を置くことができる。

3前項の理事長をもって一般社団･財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条

第1項第2号の業務執行理事とする。

（役員の選任）

第22条理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。

2理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から運定する。

（理事の職務及び権限）

第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行しく

副理事長を選定した場合には、副理事長は、理事長を補佐するとともに業務を掌握する。

8専務理事は、理亭会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、 自己の職務の執行の状

況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第24条監事は、理事の職務の執行詳藍香し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状

況の調査をすることができる。

（役員の任期）

第25条理事及び監事の任期は､選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとする。

2補欠として選任された理事又は監事の任期はく前任者の任期の満了する時までとする。

3理事又は監事は、第21条に規定する定数に足りなくなるときは､任期の満了又は辞任により退

任した後も､新たに選任された者が就任するまで､なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第26条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任すること

ができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

（2） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 ，

（役員の報酬等）

第27条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事には、評議員会において別に定める

総額の範囲内で報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

（責任の免除）

第28条この法人は、理事又は監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任につい

て、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の限度となった事実の内

容、当該理事又は監事の職務の執行状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理事

＜
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会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度と

して、免除することができる。

第7章理事会

（構成）

第29条理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第30条理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

（2）理事の職務の執行の監督

(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

（招集）

第31条理事会は、理事長が招集する。

2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは､各理事が理事会を招集することができる。

（議長）

第32条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故

があるときは副理事長がこれに当たり、副理事長が選定されていないときは出席した理事の中か

ら議長を選任するものとする。

（決議）

第33条理事会の決議は､決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、一般社団･財団法人法第197条において準用する同法第96条の要件

を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第34条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が欠席のときは、

議長の職にあった理事が記名押印する。

ぐ

第8章運営委員会及び専門部会

（運営委員会等）

第35条この法人に第4条に規定する事業を遂行するため、運営委員会及び次の専門部会を置く。

（1） 障害者スポーツ普及啓発部会

（2） 障害者スポーツ地域活動推進部会

（3） 障害者スポーツ指導者養成部会 ．

（4） 障害者スポーツ競技力強化育成部会

2運営委員会の委員は、障害者スポーツの推進に積極的な者の中から、理事会の決議を経て理亭

長が委嘱する者及び各専門部会の部会長をもって構成する。

3専門部会の部会長は、各専門部会の部会員の互選によって運出する。
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4専門部会の部会員は、障害者スポーツに関して専門的な見識を有する者の中から、

義を経て理事長が委嘱する。

5運営委員会及び専門部会に関する事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

理事会の決

第9章事務局

（事務局）

第36条この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。

2事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免する。

4その他の職員は、理事長が任免する。

5事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が別に定める。

第10章会員

（会員）

第37条この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。

2会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

ぐ

第11章定款の変更及び解散

（定款の変更）

第38条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

（解散）

第39条この法人は､基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で

定められた事由によって解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第40条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(そ

の権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。 ）には、評議員会の決議を経て、公益目

的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月

以内に､公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法Jという。）

第5条第17号に掲げる法人又は静岡県に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第41条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人

認定法第5条第17号に掲げる法人又は静岡県に贈与するものとする｡
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第12章公告の方法

（公告の方法）

第42条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益朴問洪人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」 という。 ）第

106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったと

きは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の

日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は岡野光喜及び最初の専務理事は薬科一仁とする。

4 二の法人の最初の評議員は別紙名簿に掲げる者とする。

(別紙） 評議員名簿

＜

附則 ． Ⅷ
この変更は、平成26年3月27日から施行する。
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公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会会員規程

〔規程第ユユ号〕

（会員）

第1条公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会定款第87条に基づく会員とは､年会

費を納入し、協会の諸活動に参加するなど公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会

（以下「協会」 という｡）の設立趣旨一目的に賛同する個人又は団体をいう。

（会費及び会員資格）

第2条会員は、個人会員又は団体会員とし、年会費として、個人会員は、

1口2，000円以上を､団体会員は、1口10，000円以上を納入するものとする。

2会員資格は、会費を納入した日から開始され、その年度の末日までとする。

3会員は、翌年度以降､各年度の年会費を納入することにより継続的に会員資格を取

得する。

4協会は、会員の名称を協会だよりに掲載するものとする。

（特典）

第3条会員は､協会派遣の障害者スポーツ指導員から障害者スポーツの指導を受ける

こと及び協会が管理している障害者スポーツ用具を借り受けることができる。

（賛助会員及び賛助会費）

第4条賛助会員とは、障害者スポーツの振興を目的とする協会の趣旨に賛同して年会

費を納入し、支援していただける個人及び団体をいう。

2賛助会員の各年度の会費は、個人賛助会員エロエ,000円以上、団体賛助会員1

口5，000円以上とする。

8協会は、協会だよりに賛助会員の名称を掲載することができるものとする。

（会員資格の停止）

第5条会員及び賛助会員が協会の名誉を傷つけ､協会の目的に違反する行為があった

とき、理事長は、理事会の承認を経てその資格を停止することができる。

（協会の責務）

第6条協会は､会員及び賛助会員に､協会だよりの送付等により協会の活動を報告し、

理解を得る努力をしなければならない。

（会費の使途等）

第7条会費及び賛助会費は､協会の実施する会員等普及啓発事業及び公益目的事業に

要する経費に充当する。

2既納された会費等は、返還しない。 、

附則

この規程は､公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会の設立の登記の日から施行する。

附則

この規程の変更は、平成26年度予算分から適用する。

ぐ



様式第1－1号

窪番号 ’ 7－3

書支出証拠

経費項目 副踏研究費･研修費圃諏鍛費鶏齢報鑛･会議費･資料'賊費趣事務費藷銅濱･人件費

内 容 静岡・朝日新聞購読料

年月 日 令和4年8月31日～令和年月 日 ’ 金額 7,700円

目的
各方面における情報収集

使途トー

巷…‐
政務活動

8月静岡、朝日新聞購読料

県政との

関連性

政務活動おいて、広い分野の情報を得るための手段として活用する

く領収書貼付枠＞

飼収日2022年8月31日

鯉022年8

誹野
詔

3=

|諦鵜
韓
謡
懸
醗
溌

嚥は軽減税率対菖

蕊甲霊蔓
鬮に夏を乗り
溌

患 毎度ご購
躍
患 ﾄ記今舘
霊

認 年
溌
溌

醗塗
月分領収証発証N

愛子様
本郷286

藍罷溌溌
溌
姪
溺
龍
謡
罷

篭
一一.一､一一一-一一一一三二一-－－－．一一.一､-－一一一一一 一一一.一.一一一一 一一一→一・一二一一一.一.一一一一＝

１１

＊＊
００００

４３
４３

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

7,700円

耒万学(Dノ

／

100％

政務活動費支出そ荷貝laxDノ

7,700円
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両

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）

語＝冒勺

経費項目 識1究費｡研修費･広聴癖費･霊附誇瀧噴 ･会議費･資料|愉潰･資f臆入費(霊夢謡銅濱･人件費

内 容 自動車リース料（令和4年9月分）

年月 日 令和4年9月5日～令和年 月 日 金 額 28,998円

目的

使途

政務活動.

県政との

関連性

く､､P貝』{X青貝ﾛ1,｣1千〃

*月額リース料金（68,726円）から重量税､任意保険料等政務活動費対象外経費を

除いた金額（57,996円に1/2を乗じた額を充当する

計算根拠令和4年4月証拠害（整理番-号4－5 ）参照

私用で案分

領収書金額(a)

57,996円

案分閏 g(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

28,998円
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支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）

FIhｱ垂…ｲal 安〃f壷ｲい ｜ 『控荘舌h塞寺上卿蘋イコ叉'、
案分の理由

政務活動､後援会活動で

使用のため

と播犀宙万

経費項目 調査形蹟･研修費･噸広報費･癖鶇報鑛･会議費･資料f鰄費･資料購入費･事務費…･人件費

内 容 事務所上下水道料金（令和4年9月請求分）

年月 日 令和4年9月5日～令和年 月 日 金額 2,442円

目的

使途

政務活動

県政との

関連性
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口座振替済のお知らせ
上下水道使用量のお知らせ

’
1

令和4年8月分
霊用期間令和4生6R3E 肯詐Ⅱ4

2m3でした。月の使用水量は参考までに、前年同

令和4年8月分

使用期間 令和4年

口座振替日令和4年

6月3日から令和4年8月3日まで

9月5日

(税込み）

次回口座振替日令和4年9月5日

口座振替の方以外は、後日納付害を送付します。
本票は請求書ではありません。

（税込み）

上記の金額を口座から振替させていただきました。

」L

水栓番号 ．, 鴬； 順路番号 メータ番号 口径

■ﾛ■■■ 、

－－設置場所・使用者氏名

青木2丁目.18番3号

アオキビルB C－1

ふじの<に県民クラブ藤枝佐野愛子事務所様

’ ご指定の振替口座

金融機関名
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

口座番号 ＊＊＊＊＊＊＊ 種別 ＊＊＊＊

1タュハ帝［． M再ロ七垂［． J 升，垂亘 両予又

|■■U n,nmm

使 用 者 氏 名

ふじの<に県民クラブ藤枝佐野愛子事務所
様

今回指針 ｸR

前回指針（－） '5

旧メータ使用水量(＋） m3

使用水量 3m3

使用水量 〃
、
m3

上水道料金 2,684円

下水道使用量 3m3

下水道使用料 2,200円

督促手数料 0円

振替済合計金額 4,884円

上水道料金 2．684円

下水道使用料 2,200円

請求予定金額 4,884円



4

様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

苫・霊

経費項目 壷垂塞・研I多費

内 容 内外情勢調査会会費（令和4年9月～令和5年3月）

年月 日 令和4年9月7日～令和年 月 日 金額 123,200円

会の趣旨。
白 白向 雨内外の諸信熱Iでついて-知識の向トル琿躍の増進

=Uノ1口翠

内容等

政務活動.

1一一二一=一一一=－－－－－－－一一一一一一一一一＝=一一一一一’

今囿の企業拝営者や諸団体のトップが入会し、会員への資料提供や講演活動を行う

全示猩f参佶埜ﾈヰﾛ識か本全善や季昌会での桿言に活かす

、l舜喋声詠口I ~」枠＞

ご利用明細票

一

( 3取扱日 ｜ 店番 取扱番号

〕4－09－0723003 A96160003

取扱店けシゅエタ噸

払込口座00120－3 4 ﾗ104

:ﾊﾔ入令舘｜ ＊1クス．口、 料金 ＊〔

芽受付票
DiOi ' 1.2IDHZl7鶚

TF
馳
寓

’
ず
■

一
公
舎

銀内外情勢爾在

1ー

的a王土

可一■

■毎画一一G口己

会

壷

払込みの証拠と
なるものですか
ら大切に保存し
て下さい。
料金には、消費
税等が含まれて
います。
（ゆうちよ銀行）

:差

1 11 2 Z Z

とっても便利！安心1オトク ！
①うち上デビ､ソト サービス開始！

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

123,200円

案分率(b)

／

100%

1q河口…員へ閂醒、u″、学ノ

123,200円



▼

請求書

鶴
静岡県議会議員
佐野愛子様

請求金額 123,200円
（消費税等 11,200円を含む）

請求期間令和4年9月 ～令和5年3月

までお願い致します。 (TELO54-252-1823)■この件についてのお問合せは、 静岡総局
▲

会費

種類 ［配信先］

一
Ｉ

’ 一一‐ ‐ ~ “～."“ 、‐ ゞ ‐ ___” ‐ ．ー… ." ‐"← … ‐‘ _ ‐_.

q L－ ＝ﾖ q＝ 4L←b 一F .A■､ 障司一. .-F－－ . ＝ 角一間一一 閂 司 － ■.÷

_’

q 傍 h宙

j f 『 8 ･ 亀野
寺 ､脚令一一一園 同一司 ÷ 割ﾕｰｰ島一

ｰ÷排f ‘ し 4 F

. .－. 四 ・ ・ 一一グーざ 一一七 ＝ 一 －－凸＝- 面→－ 二- 二F 閏■画一一…当F F-－－■ ■占巴 ■ 1 －■=』 - 屯鈎一

T, ､ ,△､ 画 吾L
1 ．』 ロ ロI

数量

1

W Ⅱ ､ F
－■叩■円-吋一一

ゼ ｡山
里ご戸

月額

1 16,00(

¥

L菫皇l__ -:#,当¥_

月数

： 7
. 罰

請求金額

l ､ I1112,00(

ヴ

■4J =一｡ 卜. ■ ■ ■

112,00(

消費税弓

11 ，20（

11,20(



内外情勢調査会とは

一般社団法人内外情勢調査会は、公正な世論の醸成を目的に、報道機関の株式会社時事

通信社の関連団体として、 1954年12月に設立されました。

全国各地の企業経営者や諸団体のトップらが会員として入会し、会員への講演活動や資

料提供により、国内外の諸情勢について知識の向上と理解の増進を図っています。

講演会は、全国の会員を参加対象とする全国懇談会と、全国各地域の会員で構成する151

カ所の支部での支部懇談会があり、それぞれ10回以内開催、講演会の年間開催回数は

1500回超に上ります。

講師には、有力政治家、経済団体首脳、海外主要国の駐日大使、国内各地の自治体首長

のほか、政治、経済、国際、防衛、文化などさまざまな分野の著名な専門家を招いてい

幸 ！

ま9。



一般社団法人内外情勢調査会入退会規程

(目的）

第1条この規程は、一般社団法人内外情勢調査会（以下「この法人」 という。 ）の定

款第6条および第9条の規定に基づき、 この法人の会員の入会および退会の手続き等に

ついて、必要な細則を定めることを目的とする。

(会員の種別）

第2条この法人の会員の種別は正会員、一般会員、名誉会員とし、各種別の定義は定

款第5条によるものとする。

(入会）

第3条この法人の正会員および一般会員になろうとする個人、法人又は団体は、所定

の入会申込書を会長に対し提出し、その承認を得なければならない。

2 会長は、前項の申込みを受けたときは、 当該入会申込者の入会を承認するか否か

を、定款で定める会員種別および次に掲げる基準を基に決定する。

（1） この法人の会員であった者である場合においては、過去において除名の処分を受

けたもの、 もしくは現在において未納会費がないものであること。

（2）成年被後見人または被保佐人でない者であること。

（3）社会的な信用を失墜させる行為を行っていないこと。

（4）暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。

3 会長は、前項の決定をしたときは、入会申込者に対し、速やかに決定内容を通知し



なければならない。

4 名誉会員については、会長が、定款第5条に基づき、正会員もしくは一般会員又は

学識経験者の中から候補者を決定して通知し、候補者本人が承諾することをもって、承

認とみなす。

5 会長は、入会申込者の入会を承認したときは、当該入会申込者を、速やかに会員の

種別に応じて会員名簿に登録しなければならない。

(会費）

第4条入会者は、入会後速やかに、一般社団法人内外情勢調査会会費規程に定める会

費を納入しなければならない。

ｊ格塞員の
巨
自
一

《
室く

第5条会員の資格を有する期間（以下「本資格期間」 という。 ）は、入会月の月初か

ら1年間とし、期間満了の月の末日から1カ月前までに第6条で定める退会届の提出が

ない場合、本資格期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

(退会）

第6条退会しようとする正会員および一般会員は、前条に定める本資格期間の満了を

もって退会を希望する場合には、その満了の月の末日の1カ月前までに、又は、前条に

定める本資格期間の途中で退会を希望する場合には、その退会希望日の1カ月前まで

に、会長に対して所定の退会届を提出することにより、退会することができる。

2 退会しようとする正会員および一般会員が、退会日において、会費（第5条により

更新された本資格期間に係る会費を含む）を納付していないときは、定款第12条第1

項の定めにより、退会に当たり当該会費を支払わなければならない。

3第1項にかかわらず、名誉会員は、会長に対して所定の退会届を提出することによ

←



り、いつでも退会することができる。ただし、会費の免除を受けていない名誉会員が退

会しようとするときは、前項の規定を準用する。

4 会員が退会届を提出した場合、定款第12条第2項の規定により、既に支払われた

会費は理由の如何を問わず一切返還しないものとする。

5 定款第11条第1号の規定により、会費を納入せず督促後2年以上経過しても未納

会費があるとき、当該会員は会員資格を失い、退会したものとみなす。

6 会員がその資格を喪失したときは、会員名簿の登録を抹消する。

(変更）

第7条この規程の改廃は、社員総会の決議によって行う。

附則

この規程は、令和4年6月29日から施行する。

以上



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）

一一 :号一

経費項目 司箔形蹟.確費.鰯･霊赫鞘翻攪･会議費･資料l"･舞騰入費･事務費･藷銅漬･人仲賓

内 容 FMしまだコーナー料

年月 日 令和4年9月9日～令和年 月 日 金額 49,720円

目的 , ､TRP ﾀ ｶ－F目一F 日『U_『一【圭十向ユ＋両串1 ‐

使途 丘一一自少地 ｡『ぬ『一一.ふ､、R八一WFfnI穴『

政務活動・

県政との

関連性

政務活動を通じて得た様々な情報を広く伝えることができる

､、M只抄陛盲以口l qJ1十"〆

ご 利用明細
壼
一
不

ご利用いただきましてありがとうございました。

－＝＝ゆうちよ銀行一＝＝

抵日ワオ昭口 店 ； ； 溝目V弓|内愛

04－09－09 2300 ３ 涌帳舟美全

記 ＃ 番 昌

＊＊＊＊＊ ■■■■■■■■

取扱番号 俗日又51金額

NO87 ＊49，50〔
蕊
巍
簿

騨
繊
鐸
溌
曲

ｐ
Ｆ
４
■
宅
、
、
、
。
▽
・
・

蒋
蕊
簿
》

咄
●
乎
謁
唖
門
●
詞
口

謬
揮
詫
認
講

Ｆ

’

ロ

■

。

、

マ

■

、

Ｌ

ｂ

。

。

。

阜

・

Ｆ

・

・

．

■

．

◇

．

．

ｆ

■

。

蕊
撫
癖
》

阜

鉛

ｑ

Ｔ

咄

・

。

・

回

，

残 高

’ ﾛ■■■■■■■■■■

島田掛川信用

島田本店営業部
普通 916955

力）エフエムシマタﾞ

送金料金 ＊220円
振込予定日04－09－09

サノ アイコ

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

飼反書金額(a)

49,720円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）

49,720円



〒426－0132

静岡県藤枝市本郷286 菫2022年8月31日
Eヨ No．■■■

主
月

二
二
口 求御

佐野愛子 様

株式会社FM島田

代表取締役社長八木和

〒427-0042

島田市中央町5番の1プラ

TEL:0547-34-1765 FAXFAX

鶏2022年8月度
:0547-34-5700

期間2022/08/01～2022/08/31

ご請求額 ¥49,500

<お振込み先＞

島田掛川信用金庫島田本店営業部

普通0916955

株式会社FM島田

上記の通りご請求申し上げます。

来月末迄にお振込みをお願い致します。

※振込手数料は貴社ご負担にて

お願い申し上げます。

費 目 請求金額 備 考

コーナー料 45,000

小 計 45,000

消費税等 （'0.0%） 4,500



様式第1－1号
謹丑碧号 '’ 7－8

書支出証拠

/△娠狂．幸昌F皇鳥1●,のぐに県民クラブ・ 佐野愛子）

一一一
一

経費項目 調査研繧.研修費.噸嘩R費.霊繍靜嗣償.会譲貰.資料I賊費･資鵬朧ｽ費雫詞婦漬･人件費

内 容 事務所ﾌｧｯｸｽ通信料（8月請”）

年月 日 令和4年9月12日～令和 年 月 日 金額 3,072円

目的

使途

唾4方寸貞男U‐

県政との

関連性

援会活動

･E貝】IX吉…kaノ

6, 145円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

3,072円



議轆
■■

g聖偏雪 麺1呂ダ
写虫

お客様電話番号等
(BILLING:N叩匪既

d54三64.6=' .1j:2(22：.･ﾐ譽振替目鷺:§
ロワーニ▲

<TRANSFER.DAY)
請求年月

(MONTHOF ISSUE)
お客様電話番号等
(BILLINGNUMBER)

ご請求先氏名(CIjSTbMERNAME)
ふじの〈に轄譲憩鐸佐野愛子裏務所様2022隼‘9月12白(月）2022年8月ご請求分

金惹、庫振替により領地
_今…ﾍF＋P団、鄙邑rrp乱frnmVouraI振替金額

(1RANSFERAMOUNTOFMONW)
6， 1 45円 1”年8月Z5日妾

※振琶日に振言が出来なかった場合は延滞利息を加算させていただく場合があります｡
※口座撮琶をご利用のお客様で､振習日に振替ができなかった場合は､原則､振琶日から
起算して15日後に再肩振替させていただきます｡

再1

1J

。

〒108-00/R
夷京都港区港胃

も
一

閨

【NTTファイナンスからのお知らせ】一・一----.--------------------.----------------------~------------~ー~‐
*** NTTグループ各社ご請求金額***
NTT西日本分ご請求額 6, 145円
（合計) 6, 145円詳細については､ ｢ご請求内訳』をご覧ください｡

！
儲

*** NTTファイナンスからのお知らせ**＊
奇数月のご請求額が5, 000円未満の場合は翌月に2ヶ月まとめてご罰求しております｡

***NTT西日本からのお知らせ*＊＊ ﾌﾚｯﾂ光の割引サービス(光もっともっと割､Web光もっともっと割､ど-んと割､
ど-んと学割、光はじめ割)は割引契約期間満了時に契約が自動延伸されます｡延伸をご希望されない場合はNTT西日本へご連絡
が必要です｡割引適用期間中に本割引を解約された場合､解約金が発生する場合がありますKYK;;:/"Tgr.=3:_g"fwar i割引適用期間の満了月とその翌月の解約には解約金は発生いたしません｡詳しくはNTT西日本ﾌﾚｯﾂ公式ｻｲﾄ [ht tp:／／f lets-w・ com／war l
/］でご確認ください｡ *NTT西日本請求額のうち､料金回収代行分はNTTﾌｧｲﾅﾝｽへ舗求事務を委託しています｡
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様式第1－1号
蓉葺署号 ’ 9－9

書支出証拠

派名・議員氏采

経費項目 胃髄研究費.研彦費･広聴蝉費蕊諒儒穂積･会議･資料ｲ愉蹟･鮮隙入費･事務費翻･人件費

内 容 事務所電気料（令和4年9月分）

年月 日 令和4年9月15日へ令和 年 月 日 金 額 6,993円

目的

使途

関連性

く領収書貼付枠＞

' ｡II

:, l i l , ↑# i: ､!.｣__ ! 1L. :} . ;･ j._. '_~ , ' 1 ' ' . 1.1 ' ･
1 1

9

↑
Ｇ
Ｉ
Ｉ
寺
‐
１
１
・
Ｉ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
ｌ

’

I

I

I
i 4-U9-15 (ﾁｭｳﾌﾞﾃﾞﾝﾘｮｸ） 電気 13,987

D q ■ ＝ 6

案分の理由

政務活動､後援会活動で

使用のため

l鐸必邑エレ電、写ノ

13,987円

案分率(b)

1／2

％

政務活動う式～閂竿理、ーﾛ ーーグ

6,993円



令和4年9月16日発行I
口座振替払済のお知らせ(電気料金等領収証）
毎度お引立ていただきありがとうございます｡

毎一頭房1の電気料金等を､口座振替により領収いたしました。

I

のf日当窓口までご姓

保管してください”

苗け先任所を

収証の再発ｲう

分、金額を催

5場合

せんα

の吐虹

。ご3

◎おと

I If l

’ ‐ ■

戸
一

年月日

三 9月15日

合計領収金額

， 13，987円Ⅱ

消費税等相当額(再掲）

， 1，271円■

’
口圏青報の表示を希望される場合は

担当窓口まで魂絡ください。

お客さま番号｜日程I

おなまえ

里 約種． 別

容量
ご使用量.kWh/m3

領収金額
I 円

消費群 相当額(爾昌)円

零精算額等円

蹄 一一

褐
）

初回引落割引額円,銭

燃料費調整額円，践 記事

■■■■■ ■■■■■ うとくﾌﾟラン

ふじの<に県民クラブ藤枝佐野愛子事務所 60

A

，178Q l

ﾛ I ﾛ ﾛ

， 71078

1 1
643

p Q 1

，614■ ﾛ

p Q I

， ， ．－55900

，900168， 1

■■■■■■■■■■■■■■ピジとくプラン
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様式第1－1号

元

書支出証拠

轄｡鶉自 号

経費項目 調蕊滞積･研修費･広聴広報費蕊諒祷纈噴･会議費資料推成費鯉･事務費藷翔濱･人件費

内 容 参考書籍購入

年月 日 令和4年9月16日～令和年月 日 金額 5,775円

目的
冬括信報11V崖シ府肝案

’

使途
日閤『ガバ十ンスI濫読料

』ユ4力1口…

県政との

関連性

政務活動において、広い分野の情報を得るため購読し活用する

く領収書貼付枠＞

契約購読期間が2022年9月号から2025年8月号のため各会計期間で案分し充当する

(得'4械分）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

f7汀,円

案分率(b)

／

100%

ーノリUH…兵へ閂辛､趾一一 一一"

5,775円



ママ一 一 一一一一一一一ローロロ■一一一画画一＝■＝一一二一一＝一一一一一一一＝画一一一＝ローーーーーロ幸一画一 一一画面＝ロー ーー一一 二L 一一一■ニーエーーー ■ニニーー ロロ ーマ宅園 一

一
頭 求 書

東京都江東区新木場1丁目18番ll号（〒l36-8575)
様 令和 4年 8月30日佐野愛子

鱗
株式会社きよう

像麦取締豊成吉金額には消費税及び地方消費税が含ま 89）

E
お支払は令和4年10月31日までにお願いします。

ooW:I)58
I

(要訂電項冒)｣■■■■■ｻｲ 7ｲョ = 一 子 一L -L■ 一■■ =■二 一■ローーーーーロ画画.＝＝=字画画一■ 三 ローーーマ 一 ＝ ÷F~一一 一一一■一画一画＝一画一一＝÷ローーーマーーーーーr子 ﾏL一一一一 一 一 →一一~ニ ローー■=■一

一
」 利用明細

壼
一
不

｜
’
’

’

－

■
I■■

■■■
■■■■

名
ロ

ロロ 追録号数 数量 単 価 金 額 備 考

河Tu I幻／、ノ／／､」

2022年9月号～2025年8月号 購読料 1 29 700 2（ 700

お取扱日 店番 取掃番号

〕4－09－1 >23003 A96150001

取扱店 フシﾞエタ職

ム込口 聖 〕0140－8 10000

と金額 ＊29．7001料金| *(

っても便利1安心1オトク！

'うちよデビット サービス開始！



様式第1－1号

－7~=~77‐

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）

と港］鵯含万一

－

経費項目 胃踏職費.研修費.広獅報費.鶏剛誇臨噴.会議費.資料'賊費.資糊鴬入費憩弱翻潰.人件費

内 容 携帯電話料及びモバイル通信料（令和4年8月請求分）

年月 日 令和4年7月Z7日~令和 年 月 日 金 額 4円

目的

使途

政務活動・

県政との

関連性

冬、p貝Mx青貝口"|､｣1千/〃

料金合計額からあんし人保証§ツク料金を除いた額を案分する

3,708円－890円×1-1＝2,729円

2,729円×〃2＝1,364円

案分の理由

政務活動と私用で案分

領収書領収書金額(a)
－一

2,729円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）

1,364円



Summary of your charges

ご利用料金内訳明細書
発行日 2022年 8月 1日ご請求先番号

Billing I

請求月 ，
Month of

number

2022年
Issue

"SoftBank7月分

凱
辿
哩
辿
皿
諏
通
電
ｆ

埋
蛇
諏
轟
馴
需

※ﾕﾆｰｻﾙｻｰｽ･電話ﾘﾚｰｻｰピｽに関しては、 （一社)電気通信事業者協会のIPをご参照ください｡ https://www.tcB.or･ jp/ ( 1/ 1頁）
※更新月等の各種ご契約内容についてはMy SoftBankの契約内容照会よりご確認ください｡

※他社債権にかかる消喪税率は賎入元からの明細等をご確認ください｡

※経過措世対象の取引は旧税率を適用しています｡

電話樫電話番号（お客さま番号等） 料 金 内 訳 内訳金額（円） 税区分

■■■
一

一一一一一鐸》

》
》

穀欝蕊篭塞雲蕊鍵譲

凝議劃競鐵鵜溌蕊鐡

》
》
一
一

》
》

一
一

》

一
一

一
一
一
ゴ
ー
一
正
一
一
一
帰
一
》
た
》
に

一
一
一
三

》
岬
》
畔
》
岬
》
岬
》
岬
》
岬
》
岬
》
岬
》
岬
》
》
》
》
録
》
》
》
》

一
一
》

一
》

》
》
一

一
一

霧蕊騨蕊蕊溌譲擦蕊鍵

一

二

三

三

毛

》
《
》
》
》
畢
》
》
》

》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
》
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画面ID:BNYO60

､>:崎溺鐙錆総繍識I

戸一一一. ‘ . ~ ~

ベｰジを印刷する
≠■ーq…袋弔一一抄＝幹畢一旬～ご面宇弓や函唾一一凸…一事栂一子一言Jゴ宙』,M -口 ■7』串測心戸一■bザ●■一T－弓湿り型雨一一戸一ニーPも十字＝幹蔀占・ ■ 唖- 口 宅ﾛ ﾛ

照会口座

I

09月30日13時49分時点

蝿識条･津溌蕊雪富暮
･4､』J竺令剣 ｡ ･望,名声星,母｡E陶・-口園b- . 弓･~ﾛ ﾜｰ時. ･ ･吟･ fp訂笥一等F－内･･晴．, いぶ. - - -崎F幸｡FP早埋 F 全戸‐･ ･ 画 ﾏ,二 ,｡ q .,.や品 可，γ ･･･ 「' 4戸子h･. ,凸~～､＄-. , へ ､-. .D･ 甲■ﾛ , '制 d ,-酌｡q毎･ﾛ,? , =ず" ず．､ ｨ一四・ ・ ざﾏ

(全2件） 並べ替え： 重量| 日付 撞薑

番号 日付 取引 お引出金額 お預入金額 差引残高摘要

I

2022年09月27日分 出金 292，965円 シ‘ﾔﾂｸｽ

09月30日06時00分時点

田次ベージ前ページ

(CSVﾌｧｲﾙでダｳﾝﾛｰド），就麺一ド

ﾄｯブパージ/、
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噂印刷言･る ｜
1
1

カードご利用代金明細

カード名：

カード番号：

，お客様番号
※お客様の個人情報保護の為、 「お客様番号」はカード会員番号と異なる番号を使用しております。

金融機関名

支店名

科目・口座番号

I

佐野 様口座名義

作成日:2022/9/122⑰ﾌﾌ年9月度のご利用代金明細

句斗焦

識1回･2回･分割･ポｰﾅｽ払の今回お支払金額小
言＋
ロb

鍵リボルビング払の今回お支払金額小計
※ご指定口座へは金融機関の前営業日9月26B(月)迄

にご用意願います｡

※当社と本明細記載以外のご契約があり､かつ､ご指

定口座が同一の場合は､合算した金額にてご請求さ

せて頂きます｡



ご利用代金明細

※リポルビング払の明細は新規ご利用分のみ表示しております。

※リポルビング払の今回お安払全額は「リポルビング払のお支払内訳」をご覧ください。

! ;ご利用店名 1ご利用都市名など 支払, :今回ご利用 ‘ 手数料｡
i寄り用]. … ． －． ．…_ ‐…． _… ご利:盟始.支払:函： 金額 利息・

I輻日 ！ “園雲鬮： …ﾚｰ㈱ ‘輻‘ ‘ ・パ剛 ： :宵
用者｡ “； i

l D

' 1<＜今回のお支払明細＞＞
■‘ &

一
距
左
一
》
一
》
》
蕊
》
》
》
一
》
》
蕊
》
》
蕊
》
蕊
》

・ 今回の

：雷ﾉ､全箱

2 （円）

》
顕
③

1
■■ P ■ ご 伊■ 甲 画 ③＝■‐●ユ ロB ■■ ■ ー 『

'2刀班 'ｿﾌﾄパﾝｸM(07月劫 01 3,708本人2"9 1 1. 3,7081
J

I

も

1
1

癖
一

｡｡､ ･ ･ ･ iー~~･…･ ~ ~ . ｡ 一~. ~~ ~ ･

当月癖1ﾓｲﾝﾄ“訳

…ｵ1ポイント

ｷｬﾝｾﾙによるポイント

育媚

0

I

I

識1回･型･分割･ポｰブｦｽ払の今同詰諒ﾉ､今篭小
計

必ﾘボﾙビﾝ魁の争石1渕考蓉人全電小計
､ﾛ宗

瀞棒蕊お麦払金頚

q

z",9$!

０
５《司写さご

里

『
９鷺

リポルビング払のご登録内容

ショッピング

ご返済方式 毒壼百

ご返済コース 残高ｽライド

リボルビング払のお支払内訳
可

1
1

キヤッシング

■ ･且一e 凸 二一幸 ﾛ ・ ■ ~ ■~二

前回お…ﾗ…(円） 》
一

諸貫用(円）

･今回ご利用… ボー鋤嘩

fﾅｽｶ璋雫
手数料･禾檸

后鐙用(円）

今回お壷鐸佃)悪 実質年率 実関年率



様式第1－1号

整理番号 I ヲ－/Z

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ。 佐野愛子 ）

塗ﾛ『行李八毎〃 、 －′、寺内､ ｜ 元片壷廷鶉蝸謹圭l｣｣壷／一シL，

案分の理由

政務活動、後援会活動

で使用のため

経費項目 謹研ｦ蹟.研修讃.広聴広報費.蕊識儒瀧債.会議費.資粥H乍成費･資紫鯖入費･事務費･…･人件費

内 容 令和4年10月分事務所賃借料及び送金手数料

年月 日 令和4年9月27 日～令和年 月 日 金 額 50,220 円

后

目的
政務活動を行うための事務所の賃借

使途
10月分賃借科

政務活動。

県政との

関連性

ロI.｣1十〃ﾙ…、､M只

ご利用明細票

ご利用いただきましてありが'とうございました。

－=＝ゆうちよ銀行一一一

’
１
１
１
６
‐

お取扱日 店番 方､酌弓1内塞

04－09－27 23003 涌帳洪令

記 4 ｜ 番 号

＊＊＊＊＊ ■■■■■■■■■■■■■■■

取扱番号
一

N137 ＊100． 000

驚蕊鍵
残 高

■■■■■■■■■■

清水銀行 ■■■■■■■■■■

藤枝駅西支店

普通 2215815

力）マルトシアオキ

送金料金 ＊440円
振込予定日04－09－27
サノ アイコ

100, 440円

1／2

％ 50,220円



様式第1－1号

謹葺播号 ｜｜ ヲ－/3

書支出証拠

呂・議員氏堰

｜ ﾆｰｰ___‐ 一一

経費項目 ﾖ踏砺蹟.研修費.広聴嘩蹟.雰諏篇瀧憤.会読費.資料'鰄費.資料購入費鰯詞銅漬･人件費

内 容 事務所電話通話料（令和4年9月請求分）

年月 日 令和4年9月28 日～令和年 月 日 金 額 3,020円

目的

使途

政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

通帳記載欄に“ガス”と表示している説明は令和4年4月証拠耆睡理番号4－8 ）参照

暉
岸

＝

fOll

羽
竃03

"0-l

ごl11

'&llh

母lb

4Ⅱ卜‘

l il､】

、 I I i

,- il.

!,, ，

ドー

望: 1 1？･ ,為

お預り
一一一一一→=■一一一一■一・一一 ‐r一 ・

一全雪一生茎竺豊坐=l."

■
■
』
晦
一
●

皿
一
小
》
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■
Ⅱ
－
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Ⅲ
・
ロ
ロ

塑
付
｝
－

１
｜
準
＃
一
一

滴
１
二
・

０
ｆ
↓
全
一

］
ｆ
Ｊ
全

一
‐
ｒ
小
言

二
仏
一
一

一
Ｍ
空
一

口
Ｊ
画

1

１
コ
Ⅱ

げ
り
Ｏ
Ｌ
」
Ｊ
ｌ
ｌ

■
１
１
１
４

」
仇
世
慨
脱
叫
肝
ド
慨
‘;弓
UI

l l
キ
ー
ニ

ハ
『

戸
口

小
７

※-〃厚"､､､寒いの-しい補､記3
4－〃9－Z『 方''X 6&o4"

年j] U 取似店

後
め

由
と
た

醒
函
馳

識
畷
碓

援会活動

1歩丸伝吟国…卜”、､ｰ'

6,040円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出葎 i(a×b)

3,020円



No. 301K

2022年09月20日

（株) TOKAIケーブルネッ

お問い合わせ先
〒410-0053

沼津市寿町8－28

〒426-0037

藤枝市青木2-18-3

ふじの<に県民クラブ藤枝

佐野愛子事務所

IIIIIIIIIIIIDpl0pIIIIIIIIIplpIIUI1IpIUIIImlﾛⅡBIIpIIIpIIpII0IIIIpll

御中

メディァプラザ

TEL O120-696-942 FAX O55-922-5694

一
一害求

主
月

二
二
口

”2/09/01～2022/C

お引落し元郵便局

引落日が金融機関の休日の場合、翌営業日に引落しを行います。

於室繕こ 一陰 ご請求日
I■■■■■ ■■■ 2022/09/28

内訳 数量 金額(税込） ご利用期間
宇目坐巳 『 I ﾛ →_. . Lべ 岳. 巳､ ﾛ為 r→､空母.ョ､｡E・ 1 列品nJ ソI D~ノーノノI Iuﾉ【Ⅱ I～ソIDﾉﾉﾉl ｣卸ﾉ.机』

やぞ二で軍11目l 「医4） －．bノ とUと進／Uv／Ul～LU44／U団／OU

71尖hLI Fl＝L一々rQ1 1 ソ 1gU ZUZZ／UU／U1～ZUZZ／UU／J1

1,1云今門



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）％，

幸一言

経費項目 冒随研ﾂ漬･W修費･圃煎鰯墳･3調雑報殿･会議費･資料if成費･鮮臆入費･事務費･事務，漬唖

内 容 事務員雇用（令和4年9月分）

年月 日 令和4年9月1日～令和4年9月30日 金額 33,250円

目的

使途

関連性

､､ﾛ貝↓IX言只占|､｣ｲ千〃

給与支払明細書

令和4年9 月分

氏名■■■■

給与

32H

1,100/h

通勤手当

日数8日

￥350/日

支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合計

差引支給額

円

35,200 2,800

円 円

38,000

円 円

0

円

38,000

円

受領印

受領日

■
9月30日

案分の理由

後援会業務が含まれてい

るため稼働時間で案分

領収書金額(a)

38,000円

案分率(b)

28h/32h

％

學猛1口割真二山餌IαへUノ

33,250円



会派様式第5号
雇用実績表

－－弓9月分 氏 名

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動

業務時間数
政務活動業務内容

1 木

2 金 4 3.5 月初打ち合わせ､スケジュール確認

3 土

4 日

5 月

6 火 4 3.5 県政資料発送準備

7 水

8 木

9 金 4 3．5 県政資料発送準備

0 土

1 日

2 月

3 火 4 3．5 県政資料発送作業

4 水

5 木

6 金 4 3.5 後半案内文書確認､当月後半スケジュール確認

7 土
・
１
．
8 日

9 月

20 火 4 3.5 県内情報収集

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火 4 3.5 各種資料整理ﾌァイリング

28 水

29 木

30 金 4 3.5 次月ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認､次月案内文書確認

曇
一
口十 (A) 32 (B) 28

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和4年9月30日
会派･議員名ふじの<に県民クラブ・佐野愛子

{政務活動費充当計算)…①又は(2)の算式を用いて､収括沽到買允ヨガき昇画9句。
①(B)( 時間分}×単価｛ 円}= 円
②総支給額｛ 35,200円}×28(B)/32(A)=30,800円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）％‘

整理番号 7－/S

経費項目 調劃形蹟･研修費･広聴醗費･歸淵調馥謄･会議費･資料作阿溌･舞朧ｽ費･事務費･詞銅漬唾

内 容 事務員雇用（令和4年9月分）

年月 日 令和4年9月1日～令和4年9月30日 金額 ’ 46,550円

目的

使途

政務活動・

県政との

関連性

<も､1損』Ⅸ青貝向1,J1平〃

’
給与支払明細書

令和4年9月分

氏名■■■■■

Wil罵
■

給与

38.5H

1,100/h

通勤手当

日数12日

¥350／日

支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

円

42，350 4,200

円 円

46,550

円 円

0

円

46,550

円

案分の理由

全て政務活動にかかるも

のである

領収書金額(a)

46,550円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支仕1額(a×b)

46,550円



様式第1－1号

－7=~7苫河

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）％，

…回ァロー

経費項目 調査研ｦ蹟･研修費･広聴癖費･要誘挿話鱸･会読費･資料作向蹟･資料購入費･事務費･弱銅漬唖

内 容 事務員雇用（令和4年9月分）

年月 日 令和4年9月1日へ令和4年9月30日 金額 33,250円

目的

使途

基唾1口…

県政との

関連性

もむ0コ、雪、ー〃■H■寺 I D ■~

｜ 給与支払明細書

令和4年9月分

氏名

1

’

給与

35H

950/h

通勤手当

日数日

￥ ／日

支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合計

差引支給額

円

33,250

円 円

33,250

円 円

0

円

33，250

円

受領印

受領日

■
9月30日

案分の理由

全て政務活動にかかるも

のである

領収書金額(a)

33,250円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

33,250円


